
議案第４１号  

   上芽室辺地に係る総合整備計画変更の件 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条

第８項の規定に基づき、上芽室辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上

の計画を別紙のとおり変更するものであります。 

  令和７年１２月２日提出 

芽室町長 手 島  旭  

 

 

 

説 明 

当該辺地に係る公共的施設の総合的かつ計画的な整備を促進するために、辺地とそ

の他の地域との是正を図るものであります。 
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別記様式

北海道　芽室町　上芽室辺地
（辺地の人口　161人、面積　15.59ｋ㎡）

・ 個別排水処理事業 ～
(合併浄化槽設置）

３．公共的施設の整備計画 令和７年度から　令和１１年度までの　５年間

区分
事業主体名

11,130 401 10,729 4,400

11,130 401 10,729 4,400

総合整備計画書

１．辺地の概況
（１）辺地を構成する町村又は字の名称

北海道河西郡芽室町　上芽室
（２）地域の中心の位置

北海道河西郡芽室町上芽室基線４番地３
（３）辺地度点数

115点

２．公共的施設の整備を必要とする事情

この地域は公共下水道が整備されていないため、建設時に合併浄化槽を設置し
下水処理を行う。今回整備を実施することで住環境を改善し、市街地との格差
を是正し、適切な自然環境の維持を図る。

（単位：千円）

事業費
財源内訳 一般財源のうち辺地対

策事業債の予定額施設名 特定財源 一般財源
個別排水処理事業

芽室町
(合併浄化槽設置）

合計
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